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令和２年９月（第１１回）光市教育委員会会議の要旨 

 

 

１ 開催日時 

令和２年９月２４日（木） 午後２時～午後２時５４分 

２ 場 所 

教育委員会事務局 １階ホール 

３ 出席者 

 伊藤教育長、河村委員、中西委員、平岡委員 

４ 事務局 

 中村教育部長、河本学校教育課長、塩田学校教育課主幹、国広文化・社会教育課長兼人

権教育課長、村﨑体育課長、前田図書館長、清水学校給食センター所長、升教育総務課長、

久岡教育総務課経理係長 

 

５ 教育長報告 

（１）令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

（２）小学校の修学旅行について 

（３）「令和２年度大和地域小中一貫教育推進協議会 秋季研修会」の開催について 

 

６ 議 事 

（１）議案及び報告 

   

ア 議案第１９号 令和２年度光市教育委員会選奨の被選奨者について 

（ア）概 要 

  令和２年度光市教育委員会選奨の被選奨者を決定するため、本案を提出。 

（イ）内 容 

    光市教育委員会選奨規程に基づき、１２名に表彰状、２社、３団体、１名に感謝

状を授与する被選奨者について決定するもの。 

  （ウ）主な意見等 

    ① 意 見 

選奨規程第２条第２号の「多年」という定義は何年か。 

    ② 回 答 

     １０年としている。 

    ③ 意 見 

     コロナ禍で多くの企業や団体から寄附を受けているが、これを市民に周知する

ためにどのようなことを行ったか。 
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    ④ 回 答 

     １１月の市長表彰と同日に行う選奨式を行う予定。受賞の内容や写真について

は、市広報に掲載して周知を図っている。また、受納した物品を配布する際、学

校等から子どもたちに対し、寄附をいただいた方々の気持ちを伝えることも行っ

ている。 

    ⑤ 意 見 

     議案集の資料にある記載順はどのように決めているか。 

    ⑥ 回 答 

     優先順位というものではない。関係する所管課の順番に並べており、教育総務

課関係の寄附については寄附をいただいた順番としている。 

  （エ）議 決 

    全員一致で承認される。 

 

イ 報告第５７号 令和２年第５回光市議会定例会一般質問要旨について 

  （ア）概 要 

    令和２年第５回光市議会定例会一般質問要旨について、教育長より報告。 

  （イ）内 容 

    概要のとおり。 

  （ウ）主な意見や質疑 

    ① 意 見 

     スポーツ館と総合体育館における障害者の方々の利用について、観覧に来られ

た方の対応はどのようにされているか。総合体育館は２階のランニングコースが

活用できるのではないかと思うが。 

    ② 回 答 

     総合体育館については火災予防条例で２階の観覧席通路に手すりの設置は難し

い。国体開催時には２階に車いす用スペースを確保した。１階フロアに観覧席を

設ける場合でも、障害者用のスペースを用意して案内することも可能。 

     実施団体もバリアフリーへの取り組みを行っており、市内での大きなイベント

では、ある程度の対応はできている。 

    ③ 意 見 

     ＧＩＧＡスクール構想について、光市教育先端技術チームの専門家とは具体的

に誰のことか。 

    ④ 回 答 

     徳山高専の準教授、山口大学の教授、市内でＩＣＴ関連業務を行っている方の

３名。 

    ⑤ 回 答 
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     県教委にも専門家チームの組織があり、ここからも来ていただく。 

     全国的には熊本市がかなり進んだ研究を進めており、熊本市の担当者からも直

接情報提供を受けている。 

    ⑥ 意 見 

     １月から１人１台のｉＰａｄが導入されるが、不登校児童生徒の学習支援にＩ

ＣＴ活用が可能なため、しっかりとした支援をお願いしたい。 

    ⑦ 回 答 

     個別最適化された学びという言葉を文科省も大事にしているが、我々も同じで

ある。一人一人の子どもの状況に応じた教育環境の提供に努めたい。 

    ⑧ 意 見 

     コロナウイルスの影響で、先生方の仕事量の増加もあったのではないかと心配

していたが、議会答弁を見ると、それほど増えたものではないという印象。答弁

では勤怠管理システムとあるが、これはタイムカードのようなものか。 

    ⑨ 回 答 

     タイムカードのようなものではなく、パソコンを立ち上げることで時間を管理

するもの。 

    ⑩ 意 見 

     それを管理するのはだれか。 

    ⑪ 回 答 

     最終的には学校長だが、主には各学校の教頭が状況把握している。 

    ⑫ 回 答 

     時間外在校等時間の上限は月４５時間を上回らないという基準があるが、学校

再開後の６月が多かったものの、７月に入って落ち着いてきている。勤怠管理シ

ステムを活用しながら、各学校とも上限に収まるような取り組みを行っている。 

 

  （エ）議 決 

    全員一致で承認される。 

 

ウ 報告第５８号 区域外就学の承認について 

  （ア）概 要 

    区域外就学の承認について、事務局より説明。 

  （イ）内 容 

    区域外就学の協議及び申請のあった４件を承認したことについて報告するもの。 

（ウ）議 決 

  全員一致で承認される。 

 


